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金融機関が契約に基づき預金者
の預金情報を指定された者に通
知すること及び預金の払い戻しに
指定された者の同意を要すること
とすることの容認

①賃借人から、預金口座の開設時に次のサー
ビスの提供について依頼があった場合、金融機
関は当該依頼の範囲内において実施する賃借
人に係る個人情報の提供について、個人情報
の保護に関する法律第２３条に規定の本人の
同意を必要としないこととする。
　・定期建物賃貸借契約に係る一定金額の貯
蓄の特約の履行状況を指定された者に通知す
ること
　・定期建物賃貸借契約の終了期の到来の予
告をすること

②　定期建物賃貸借契約が有効である間にお
いて、預金の払い戻しに指定された者（地縁に
よる団体）の同意を要することとする。

金融機関が協力しやすいように、特区における特例措置として法的根拠を付与するもの。
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